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先進各国がカーボンニュートラルの実現に向けた取り組みを強化する中、水素技術が重要な役割を果たしている。水

素は、環境負荷が低く多様な資源から製造することが可能であり、脱炭素化時代の代替エネルギーとして今後普及が

進むことが予想される。2023年 3月、香港政府は環境生態局（EEB）が主導する「水素燃料の実用化に関する部局間

ワーキンググループ」で水素燃料技術に関する 3つのパイロットプロジェクトが合意したと発表した。続いて 6月には新

たに 3 つのプロジェクトが立ち上がり、いずれも年内に始動予定となっている。本稿では、香港における水素エネルギ

ー社会実現に向けたこれまでの取り組みと今後の展望について考察したい。 

 

1. 香港政府の水素エネルギー社会を目指した取り組み概要 

 

香港政府は、2035年までに炭素排出量を 2005年比で半減させ、2050年までに炭素排出量ゼロを達成する「カーボ

ンニュートラル 50」という目標を掲げている。とりわけ、炭素排出量の約 1/5を輸送部門が占める1香港では、車両から

の炭素排出ゼロを目指しており、輸送インフラにおけるエネルギー転換が急務となっている。水素は、燃焼時に発生す

るのは水だけであり、二酸化炭素やその他の有害物質を排出しない。また、水素燃料自動車は長距離走行や短時間

での給油が可能のため、輸送手段における脱炭素化達成に向けての代替エネルギーとして注目されている。香港政府

はこれまで電気自動車（EV）の普及を主として推進してきたが、今後はよりエネルギー効率が高い水素燃料自動車の

普及を促進し、輸送用エネルギーの多角化を目指していく。 

 

李家超（ジョン・リー）行政長官は 2022年 10月の施政方針演説2で、2023年までに水素燃料二階建てバスと水素燃

料大型車両の試用を開始し、2025年までに輸送インフラにおける水素エネルギーの運用に関する長期戦略を策定す

ることを発表した。計画によると、2023年までに水素燃料バス・車両や EVタクシーの試用を開始、2035年までにガソ

リン車とハイブリッド車の新規登録を停止するという。 

 
1 EPD GHG Emissions & Trends  
2 詳細は当室発行のニュースフォーカス 2022年第 12号 香港 2022年施政方針を発表をご参照 
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本年 2月に発表された政府予算案で、香港政府は新エネルギー輸送基金（New Energy Transport Fund）の下で、水

素燃料二階建てバスや大型車両に関連するパイロットプロジェクトや関連データ収集・分析に 2億香港ドルを割り当て

ることが明らかとなった。以下、現在進行中のパイロットプロジェクトについて紹介する。 

 

2. 水素燃料ワーキンググループのパイロットプロジェクト 

 

環境生態局は水素エネルギー社会の実現を推進するため、水素燃料技術の実証実験の検討を行う「水素燃料の実用

化に関する部局間ワーキンググループ（以下「水素燃料ワーキンググループ」）を主導している。2021 年に発足したワ

ーキンググループは、水素エネルギーの供給に関するさまざまな準備作業と、水素エネルギーの実用化に向けた技術

研究、安全性の検討、規制対応などを扱う。本年 3月 28日に 3つのパイロットプロジェクトがワーキンググループにて

合意し、6月 8日には新たに 3つのパイロットプロジェクトが立ち上がり、いずれも年内に開始される予定である。以下、

合意されたプロジェクトの内容を紹介する。 

 

 

水素燃料ワーキンググループのパイロットプロジェクト 

申請社名 業種 内容 

1 Citybus Limited 
運輸 

（バス） 

バスターミナルに水素ステーションを設置 

◼ 2023年 10月に西九龍に設置予定 

◼ 2024年に香港島側にも水素ステーションを設置予定（申請中） 

◼ 水素ステーションへの水素供給はタウンガスが担当予定 

◼ タウンガスは、既存のガスパイプの拡張、水素抽出施設の設置、メ

ンテナンスサービスの提供を担当し、シティバスは水素バスの調達

と保守、運用データ収集と運用を担当 

◼ タウンガスは既存のガスパイプを拡大し水素抽出装置を設置、都市

ガスからの水素抽出量を拡大する。完成後は 1日あたり 10-12台

の水素燃料バスへの水素供給が可能な量に相当する 500kgの水

素供給が可能 

2 Citybus Limited 
運輸 

（バス） 

水素燃料二階建てバスの試用 

◼ 2023年に 400㎢継続走行可能な水素燃料二階建てバスを少なくと

も 5台導入する予定 

◼ 2022年、世界初の三軸水素二階建てバスを導入。三軸バスは香港

の急勾配の厳しい道路条件にも対応可能 

◼ 規制上、水素燃料車はクロスハーバートンネルの通行不可 

◼ 2045年までに全車両を炭素排出ゼロ車両とするという目標を掲げ

る 
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3 
Hong Kong and China 

Gas Company 
(Towngas) 

エネルギー 

（ガス） 

大埔工場に水素生産設備を設置 

◼ タウンガスが生産する都市ガスの半分が水素で構成されている。水

素は「変圧吸着技術」を活用し、水素を最大 99.99%の制度で抽出

することが可能 

◼ タウンガスのガスパイプラインは香港全域をカバーし、3,700km に

及ぶ。水素を利用する顧客側に水素抽出装置を設置することで、水

素エネルギーが利用可能となる 

◼ 既存のパイプラインの活用が可能なので、大規模なインフラ建設の

必要がない 

◼ 水素輸送に道路輸送を必要としないため、水素輸送のコスト削減お

よび炭素排出量の削減につながる 

◼ 生産する水素燃料はバスや大型車のみならず、船舶や鉄道など他

の輸送インフラにも応用可 

4 
Sinopec (Hong Kong) 

Limited 

エネルギー 

（石油） 

元朗の凹頭（アウタウ）に水素燃料ステーション建設 

◼ 中国国有企業で大手水素製造企業である中国石油化工（中国石

化）の香港法人 

◼ 都市計画委員会（Town Planning Board）の認可申請中で、2024年

半ばに着工予定 

5 
MTR Corporation 

Limited 

運輸 

（鉄道） 

水素燃料軽鉄（ライトレール)車両の走行試験の実施 

◼ 屯門にて水素燃料を動力源とする軽鉄車両を無乗客で試験運行 

◼ 試験運行は 2024年後半に開始予定 

6 Linde HKO Limited 
エネルギー 

（ガス） 

軽鉄車両に水素燃料を運搬するための水素チューブトレーラーの使用 

◼ Linde HKO Limited は米独資本の産業用ガス世界大手 Linde 

Groupの香港法人 

◼ 水素チューブトレーラー(圧縮水素を含む長いチューブを運ぶトラッ

ク)を使用して、MTRが屯門で試験的に運行する車両に水素を供給 

 

 

3. 香港での水素エネルギー社会の実現に向けた展望と課題 

 

(1) 香港での水素推進における課題とその対応 

 

香港政府は現時点ではまだ本格的な水素戦略を打ち出していないものの、2025年までには水素燃料車の長期計画を

策定予定とし、前述のような試験的な取り組みを開始している。一方、水素に関する法整備については十分とは言えず、



4 
 

規制の不備が今後水素技術の実用化における障壁となる可能性がある。例えば、危険物条例3によって水素は危険物

と指定されているが、現行の道路トンネル条例4では危険物を輸送する車両はトンネルを通行できないとされている。道

路トンネル条例の危険物には例外があり、車両の推進のための燃料は可とされているが、燃料が石油燃料のみを指

すのか、水素燃料が含まれるのか明確な定義がない。水素燃料が例外として含まれない場合、シティバスが実用化を

目指して取り組んでいる水素燃料バスはトンネルを通行することが不可と解釈される。香港は山に囲まれた地形上トン

ネルが多く、香港島と九龍半島の往来に海底トンネルの通行が必要になるため、トンネルの通行が不可の場合水素燃

料バスが運行可能な路線が制限される。その他、道路交通（駐車場）条例5では、危険物を駐車場に持ち込むことは不

可とされており、本条例には燃料を対象とした例外の記載がない。 

 

また、水素の輸入に関しても規制が不明確である。ガス安全条例6によれば、登録されたガス会社のみがガスの輸入と

供給を許可されているが、ガスの定義は都市ガス、液化石油ガス、天然ガス、またはそれらの混合物とされている。つ

まり、水素の輸入と供給に関してはガス安全条例では規定されていないと言える。これらの規制上の課題に対して、前

述の水素燃料ワーキンググループでは、法改正や水素に関する規制の枠組みを新たに構築することを検討している。 

 

規制面の課題に加え、水素の製造設備や水素ステーションなどのインフラ整備も課題である。香港の土地事情から水

素ステーションに活用できる用地は限られる。したがって、水素燃料車はすでに一般的になりつつある EV のように個

人向け車両として普及することは香港においては容易ではなく、当面はシティバスや MTR が推進する業務用車両とし

ての普及に限られると考えられる。そのため、輸送インフラにおける脱炭素化を実現するためには、水素燃料車の推進

のみならず、EV 車用の充電インフラの整備や EV バス、EV タクシーの普及を並行して進めていくことが求められる。

EV に関しての取り組みとして、香港政府は 2025 年までに EV 公共交通および商用車の普及に関するロードマップの

策定、2027年までに EVバス 700台、EVタクシー3,000台を導入するという目標を設定している。 

 

コスト面での競争力の確保も必要だ。現在、水素エネルギーの生産や貯蔵は高コストであり、他のエネルギーとして比

較して競争力に欠ける。その点、水素燃料ワーキンググループのパイロットプロジェクトで、タウンガスが推進する都市

ガスから水素を抽出する技術は、既存のガスパイプラインを活用し、顧客側に水素抽出装置を設置するため、低コスト

での輸送が可能となり、水素生産・輸送面での競争力を高める鍵となるだろう。 

 

(2) 水素先進国・中国の技術の活用可能性 

 

一方、中国が世界最大の水素生産国であり、香港よりも先行して水素関連技術や水素産業の発展に取り組んできたこ

とに注目したい。中国は世界有数の水素産業先進国であり、2022 年末時点で世界最多の 3097の水素ステーションが

稼働し、12,000 台以上8の水素燃料バスが運行されている。2022 年 3 月、中国政府の国家発展改革委員会と国家エ

ネルギー局は、2035年までの「水素エネルギー産業発展の中長期発展計画」を発表した。中国の水素総需要は 2021

年時点で世界最大の約 2,800万トン9、水素総生産量は 2020年時点で 3,300万トンと世界全体の 30%10に達してい

 
3 Dangerous Goods Ordinance （Cap. 295） 
4 Road Tunnels (Government) Regulations (Cap. 368A) 
5 Road Traffic (Parking) Regulations (Cap. 374C) 
6 Gas Safety (Registration of Gas Supply Companies) Regulations (Cap. 51E) 
7NEDO 新エネルギー・産業技術総合開発機構 
8NEDO 新エネルギー・産業技術総合開発機構 
9 IEA Global Hydrogen Review 2023 
10IEA Opportunities for Hydrogen Production with CCUS in China 
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るが、そのほとんどが化石燃料から生産されていることが炭素排出量削減上の課題となっている。本計画によると、3

年以内に年間 10万〜20万トンの水素を再生可能エネルギーから生産し、それによって年間 100万〜200万トンの炭

素排出量を削減することを目指している。まずは 2025年までに燃料電池車 5万台、グリーン水素製造年間 10-20万ト

ンなどの数値目標を設定し、特に北京、上海、広東省のモデル都市にて顕著な成果を上げることを計画している。本計

画では、2030 年までにグリーンエネルギーによる水素製造および供給システムを構築・広範に応用し、炭素排出ピー

クアウト目標に貢献、2035 年までに水素エネルギー産業体系を形成するとし、中国全体の「30-60 脱炭素化目標11」と

も呼応する形となっている。計画では、水素製造施設、水素貯蔵・輸送システム、水素ステーションの建設、既存のガソ

リンスタンドの水素ステーションへの転換とインフラ推進に注力し、輸送分野のみならず、エネルギー貯蔵、発電、工業

分野などへも積極的に展開していくことを示している。また、中国では本年 8月に「水素エネルギー産業標準建設ガイド

ライン 2023 年版」を発表し、水素エネルギー産業発展のための各種規格の改定における優先順位を新たに定めてい

る。 

 

香港での水素産業の発展において、水素先進国中国の技術やノウハウの活用が期待される。例えば水素燃料ワーキ

ンググループのパイロットプロジェクトでは、中国石化（シノペック）が香港北部の凹頭（アウタウ）に水素ステーションを

建設することが選定されているが、同社は中国政府の「30-60 脱炭素化目標」に基づき、中国国内では水素関連事業

で既に多数の実績を持つ。同社は中国国内で 98 か所の水素ステーションを稼働させており、2025 年末までに 1,000

か所まで増やすとしている12。さらに同社では、グリーン水素製造に適した内モンゴルから北京市に至る 400kmの長距

離水素パイプラインを建設する大規模プロジェクトも進行中だ。同社のような、中国で既に実績を持つ中国国有企業が

プロジェクトをけん引することで、香港での水素エネルギーインフラの構築が加速すると考えられる。 

 

(3) 水素技術に関する香港の研究開発 

 

水素技術に関する研究開発の面では、香港は目覚ましい進歩を遂げている。香港科技大学は、2022 年 7 月、研究チ

ームが世界で最も耐久性のある水素燃料電池を開発したと発表した。水素燃料電池が高額な理由として、希少金属で

ある白金で構成されている電極触媒に大きく依存しているためであり、研究者たちは、白金をより一般的で安価な材料

に置き換える研究を続けてきたが、その耐久性が低いことが課題であった。今回同大学の研究チームより開発された

新たなハイブリッド触媒は、白金の使用量を 80％削減し、10万回のテストサイクル後も白金触媒の性能を 97％維持が

可能だと報告されている。この新しい水素燃料電池の開発は、今後の水素燃料の普及における大きな一歩と言えよう。

なお、このプロジェクトは、香港政府のみならず、中国国家重点研究開発プログラム、深セン市科学技術革新委員会か

らも資金援助を受けている。 

 

(4) 香港の水素社会実現への展望と日系企業のビジネスチャンス 

 

日系企業において、香港における水素関連ビジネスにチャンスを見出すことは可能だろうか。例えば日系企業が強み

を持つ、エネルギー効率の高い水素製造システムや産業用燃料電池開発技術等の分野でニーズがあると考えられる。

また、燃料電池車の開発においても日系企業は先行しており、法規制やインフラの整備が進めば香港において日本製

の燃料電池車が普及する可能性もある。香港政府や現地企業との連携を図りながら、香港での事業展開を計画する

べきであろう。 

 
11 2030年までにカーボンピークアウト、2060年までに炭素排出量を実質ゼロとする中国政府の目標 
12 出所：日本経済新聞 2023年 4月 5日付記事 
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以上のように、香港は水素燃料の普及において、政府による産業支援、中国企業との連携、研究開発力などの強みを

持つ一方、法整備などの面では課題も多く、まだまだ道半ばと言える。 

水素エネルギー社会を早期に実現するためには、水素燃料の安全性を確保し、香港の実情に合った規制の枠組みを

構築することが不可欠である。そのためには、市民の正しい理解を得るための政府による丁寧なコミュニケーションが

必要だ。今後の香港政府の脱炭素化と水素エネルギーへの取り組みに期待したい。 

以上 
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